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今春のサクラたちーNo.２ 

   
    サトザクラ、ホシザクラ、ヤマザクラ（4 月10 日）  

 

   
  マメザクラ（4 月13 日）谷戸の上の山に１本、ホシザクラ 

 とヤブザクラの親といわれるサクラの一つ 
 

   
   オオシマザクラでいいのでしょうか。（４月19 日） 

  谷戸中央湿地のサクラ、他のオオシマザクラよりも随分 

  花期が遅いのです。４月下旬まで花があります。 

   
   谷戸中央湿地のサクラ（オオシマザクラ？４月19 日） 

            No80 2010.4.25 
        ＜小山のホタルと自然を守る会＞ 

                   町田市小山町2485-30 
                 事務局（797-1851） 

 
 

   定期総会を行いました。 
 今年度もホタルやホジザクラ等の 

 生育・保存のために頑張りましょう。 
     （裏面に報告を載せました。） 

 

 

    谷戸の整備をします。 
 ３号緑地を中心に谷戸の整備をします。カヤや

クズが茂り始めました。木々に覆いかぶさらないう

ちに早めに切っておこうと思います。 
 日時：５月９日（日）午前９時〜１２時 
     （雨天の場合は５月１６日） 
 集合場所：３号緑地 
 持ち物：鎌、刈り込み鋏等 
※ 汗をかく季節になりました。飲み物等ご自分

でお持ち下さい。 
 

 

ウワミズザクラとトラフシジミ？(シジミチョウ科、４月２４日) 

羽の表面はコバルトブルーとのこと、これは春型 

 

イヌザクラはまだ莟(４月24 日)、ウワミズザクラもイヌザクラもぶどうの

房を立てた様な花を咲かせます。これでもサクラ。 



      ＜総会報告＞ 
 小山のホタルと自然を守る会第４回定期総 
会は、４月18日、24名の方が参加（委任状 
を含む）して、小山市民センターに於いて 
行われました。 
 第１、２、４号議案は、原案通り承認・可 
決され、第３号議案 2010年度事業計画は、 
「Bの１の5）」及びCが以下の様に修正・ 
追加され、可決されました。 
 
A、 片所谷戸全体の植生が確保され、後世に残されて 
いくよう、行政への働きかけを更に強化するとともに、地

主さん達や地域の人達に更に理解されるよう取組む。 
１）市は片所谷戸全体のみどりが保存され動植物が生

育し来訪するのに必要な土地を見定め、その土地を買

い取るか、市の他の土地と交換する等の交渉を強化す

るよう、市への働きかけを更に強化する。 
２）地主さん達に貴重な動植物が生息し、残してい

かなければならない大切な谷戸であることを理解し

てもらうようさらに努力する。 
  ３）地主さん達に、その土地を市に売るか市の所 
  有地と交換する等するようはたらきかける。 
 

B、 ホタルやホトケドジョウ、ホシザクラやヤブザク 
ラ等の増生育が確保され、片所谷戸全体のみどりが保存さ

れ、動植物が生育し、来訪するように整備する。 
 １、なるべく自然のままにしておくが、ホタルやホ 
 トケドジョウが増生育するように流域をある程度 
 整備をする。 

１） 流域にある程度の日光が当たるように、 
木や草等の整理をする。 
２） 川岸にこけ草が生えるように、ある程度 
木、ササ、竹、草等の整理をする。 
３） カワニナやホトケドジョウが増生育する 
う（移動し易い、落ち葉等の餌がある、流水・水た

まりがある等）、川の流れ、川底の状態に注意し、補

修する。 
４） 川の水が確保できるためにはどうしたら 
よいか研究し、そのための取り組みをする。 
５） カワニナの増殖の研究をする。 

 ２、ホシザクラとヤブザクラが増生育するよう谷戸 
 の整備をする。 

１） なるべく自然のままにしておくが、ある程 
   度日光が当たり、新芽が萌芽し易いよう周りの 
   木やササ・竹等の整理をする。 

 

 
 

３、 なるべく自然のままにしておくが、ササや竹等 
 のように増殖が激しく、他の木や草の生育の障害に 
 なるほど増殖するものは、ある程度整理する。 
 
C、片所北緑地、小山ケ丘片所緑地、小山ケ丘３号・４号・

５号・９号緑地の下草刈り等の整備をし、保水、木の生育

等の援助をする。 
１）どの緑地も、年３回程度の下草刈りをする。  
２）どの緑地も、毎月の見回り、ゴミ拾い等をする。 
２） 植生の欠けた部分へは、地元の木を移植す 
る。 

 
D、池と池周辺の整備をする。 

１） 池の水及び水路が確保され、生物が育成で 
きるよう取組む。 
２） 池周辺に木や草が生育できるよう整備する。 

 
E、地域の人たちや行政に貴重な谷戸であることの理解を

広める等の啓発事業を強化するとともに、会員を増やすよ

う努力する。 
１） ホームページの情報提供を更に広める。 
２） ホタル通信を発行し、情報・宣伝・啓発 
活動をする。 
３） 地元町内会等と協力し、地域の人や行政 
に理解を広めるよう取組む。 
４） 地域自然保護団体と協力し、地域の人や 
行政に理解を広めるよう取組む。 
５） 植生や野鳥、特にホシザクラとヤブザクラの植

生の調査をし、行政へ報告する。 
６） ホタル及びホシザクラやヤブザクラ等の観察

会を行う。 
 

 役員については、二名の人が補充された（２年任期のた

め、今年度は補充）。 
  （役員名簿：NET版は省略） 


